
船舶事故調査報告書 

平成３０年２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 平成２９年４月２５日 ０３時００分ごろ 

発生場所 青森県大間町大間港 

大間港北防波堤北灯台から真方位１５６°２６０ｍ付近 

（概位 北緯４１°３２.０′ 東経１４０°５４.４′） 

事故の概要  漁船第十八泉
せん

宝
ぽう

丸は、係留中、火災が発生した。 

事故調査の経過 平成２９年６月６日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第十八泉宝丸、１９トン 

 ＡＭ２－５３６９（漁船登録番号）、個人所有  

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 機関室、操舵室等に焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、大間港の岸壁に係留中、平成２９年４月２４日１７時００

分ごろ、船長が、‘陸上からのＡＣ２００Ｖ電源’（以下「陸電」とい

う。）で主機始動用のバッテリの充電を始め、一旦帰宅し、２１時 

００分ごろ帰船して充電状況を確認したところ、まだ満充電となって

いなかったので、翌朝まで充電を続けることとして帰宅し、無人の状

態となった。 

 本船が所属する漁業協同組合事務所の当直者は、２５日０３時００

分ごろ本船から煙が出ているのを認めた僚船の乗組員から無線で火災

ではないかとの連絡を受け、同事務所の近くの本船に向かい、黒い煙

等を認めて火事だと思い、０３時０９分ごろ１１９番通報した。 

船長は、漁師仲間により本船の出火を知らされた船舶所有者から連

絡を受けて本船に向かい、化粧煙突及びベンチレータから煙が出てい

るのを認め、出港の準備で付近にいた消防団員でもある僚船の乗組員

と共に消火を行おうと本船の機関室の窓ガラスを割って陸上の消火ホ

ースを準備して放水したが、煙が増大するのを認めた。 

 本船は、通報を受けた消防署の消防車、所属する漁業協同組合の同

僚達が駆けつけ、０３時２１分ごろ消火活動が開始され、０５時２５

分ごろ鎮火が確認された。 

船長は、本事故後に機関室内を見たところ、左舷側出入口の船首側

囲壁付近にある充電用陸上電源と充電用発電機との切換スイッチ（以

下「本件スイッチ」という。）付近がひどく焼けていたので、本件ス



イッチ付近の電気配線等の漏電により出火したのではないかと思っ

た。 

機関室は、船首側に集魚灯用変圧器、主機始動用及び船内電源用バ

ッテリ等が、左舷壁中央付近にある出入口の船首側に本件スイッチ等

が取り付けられた分電盤その他の機器類及び配線類が、分電盤の下方

に陸電によるバッテリ充電用の変圧器及び充電器が備えられていた。 

陸電によるバッテリ充電用の配線は、ＡＣ２００Ｖの陸電用キャブ

タイヤケーブルの船側端子が充電用陸上電源側とされた本件スイッチ

につながれており、その後配線用遮断機、ＡＣ２００ＶをＡＣ１００

Ｖに降圧する変圧器、充電器及びバッテリに接続されていた。 

バッテリは、６個あり、２個が直列に接続されて主機の始動用の２

４Ｖ電源として、４個が２個ずつ直列に接続されて２系列とされ、そ

の２系列が並列で船内用電源として使用されていた。 

本船は、毎年、電気配線の絶縁抵抗の計測を行っており、異状が認

められなかった。 

分析 本船は、大間港で係留中、機関室から出火したものと考えられる。 

 本船は、主機始動用のバッテリを充電していた際、本件スイッチ等

のある分電盤付近が過電流又は漏電などを生じ、出火に至った可能性

があると考えられるが、焼損が激しいことから、過電流又は漏電など

が生じた状況を明らかにすることはできなかった。  

原因  本事故は、本船が、大間港で係留中、機関室から出火したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・バッテリの充電中は、定期的に充電状況等を点検すること。 

・定期的に電気配線等の絶縁抵抗を計測すること。 
            


